
横浜市
引き出し線
【令和６年度市民税・県民税・森林環境税　税額通知書】「定額減税額」の額は「特別税額控除額」として記載しています。引ききれなかった定額減税額は以下のとおり算出します。｛（本人１人+控除対象配偶者数+扶養親族数）×10,000円｝ー特別税額控除額＝引ききれなかった定額減税額（給付対象）【例】本人１人扶養2人　　　引ききれた定額減税額が20,000円の場合｛（本人１人+２人)×10,000円｝－20,000円＝10,000円　




